
  

一 

生
活
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
十
条
中
「
被
保
護
者
は
」
の
下
に
「
、
次
項
の
規
定
及
び
勝
馬
投
票
券
購
入
禁
止
規
定
等
を
遵
守
す
る
ほ
か
」
を
加
え
、

同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

被
保
護
者
は
、
ぱ
ち
ん
こ
屋
そ
の
他
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
百
二
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
風
俗
営
業
又
は
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
（
金
銭
給

付
に
係
る
金
銭
を
用
い
て
そ
の
客
と
な
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
切
で
は
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
営
業
を

除
く
。
）
の
客
と
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
勝
馬
投
票
券
購
入
禁
止
規
定
等
と
は
、
次
に
掲
げ
る
規
定
を
い
う
。 

一 

競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
二
十
八
条
の
二
、
自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百

九
号
）
第
九
条
の
二
、
小
型
自
動
車
競
走
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
十
三
条
の
二
及
び
モ
ー
タ
ー
ボ
ー

ト
競
走
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
十
二
条
の
二 

二 

当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
八
項
及
び
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に



 

二 

関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
九
条
の
二 

附 

則 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。



  

三 

理 

由 

 

被
保
護
者
が
ぱ
ち
ん
こ
屋
等
の
客
と
な
る
こ
と
を
禁
ず
る
と
と
も
に
、
被
保
護
者
に
よ
る
勝
馬
投
票
券
の
購
入
を
禁
止
す
る

競
馬
法
の
規
定
等
を
被
保
護
者
は
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ

る
。 


